
（５） 平成２３年（２０１１年）４月３０日No.180 町田市議会だより
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議
員　

条
例
改
正
の
目
的
は
何

か
。

　

総
務
部
長　

育
児
休
業
、
介
護

休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行

う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律

の
改
正
に
伴
い
、
国
や
東
京
都
の

休
暇
制
度
の
改
正
に
合
わ
せ
て
条

例
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

町
田
市
職
員
の
勤
務
時
間
、

休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

条
例
・
そ
の
他 

条
例
・
そ
の
他 

予
　
　
算 

予
　
　
算 

　

議
員　

目
的
と
算
出
根
拠
は
何

か
。

　

い
き
い
き
健
康
部
長　

町
田
市

町
田
市
健
康
福
祉
会
館
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

健
康
福
祉
会
館
は
、
わ
く
わ
く
プ

ラ
ザ
町
田
や
地
域
セ
ン
タ
ー
と
と

も
に
同
類
型
の
施
設
と
み
な
し
て
、

そ
の
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
利
用
者

に
負
担
し
て
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

廃
棄
物
減
量
再
資
源
化
等
推

進
整
備
基
金
積
立
金

金
条
例
第
六
条
で
、
一
「
廃
棄
物

の
発
生
を
抑
制
し
、
又
は
循
環
的

な
利
用
を
推
進
す
る
こ
と
」
、
二

「
廃
棄
物
の
再
使
用
、
再
利
用
等

に
必
要
な
処
理
施
設
を
整
備
す
る

こ
と
」
と
規
定
し
、
こ
の
規
定
に

基
づ
き
活
用
し
て
き
ま
し
た
。
今

後
に
つ
い
て
も
、
こ
の
条
例
の
規

定
に
基
づ
い
て
活
用
し
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

議
員　

高
齢
者
見
守
り
支
援
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
に
お
け
る
「
あ

ん
し
ん
相
談
室
」
の
位
置
づ
け
は
。

　

い
き
い
き
健
康
部
長　

地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
担
当
地
域
で

孤
立
化
問
題
の
解
消
と
高
齢
者
が

安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る

地
域
を
目
指
す
た
め
、
自
治
会
等

に
よ
る
見
守
り
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
活
動
の
構
築
を
支
援
す
る
も
の

で
す
。

あ
ん
し
ん
相
談
室
事
業
委
託

料
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※平成２２年度の予算額及び構成比は、６月補正後の金額です

　

平
成
二
三
年
度
当
初
予
算
は
、

一
般
会
計
一
、
四
一
二
億
九
、
六

五
七
万
円
、
特
別
会
計
九
八
二
億

九
、
一
一
二
万
三
千
円
で
、
平
成

二
二
年
度
の
当
初
予
算
と
の
比
較

で
は
、
一
般
会
計
で
六
・
二
％
の

増
、
特
別
会
計
で
三
・
七
％
の
増
、

全
体
で
五
・
一
％
の
増
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

一
般
会
計
の
歳
入
の
主
な
も
の

は
、
市
税－

六
七
二
億
三
、
九
三

五
万
九
千
円
、
地
方
消
費
税
交
付

金－

四
〇
億
一
、
五
〇
〇
万
円
、

分
担
金
及
び
負
担
金－

一
一
億
二

九
六
万
八
千
円
、
使
用
料
及
び
手

数
料－

二
七
億
八
五
三
万
八
千
円
、

国
庫
支
出
金－

二
四
四
億
八
、
四

七
四
万
七
千
円
、
都
支
出
金－

一

六
〇
億
八
、
九
〇
〇
万
五
千
円
、

繰
入
金－

七
八
億
四
、
一
六
〇
万

七
千
円
、
諸
収
入－

一
四
億
四
、

七
五
七
万
四
千
円
、
市
債－

一
一

七
億
九
〇
〇
万
円
で
す
。

　

一
般
会
計
の
主
な
目
的
別
歳
出

の
状
況
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

　

議
会
費－

六
億
四
、
三
一
七
万

六
千
円
、
総
務
費－

二
二
九
億
五
、

三
三
七
万
七
千
円
、
民
生
費－

六

二
二
億
八
、
六
八
三
万
二
千
円
、

衛
生
費－

一
一
七
億
七
、
五
一
五

万
九
千
円
、
土
木
費－

一
二
四
億

九
、
六
二
二
万
六
千
円
、
消
防
費

－

四
七
億
七
、
九
八
八
万
三
千
円
、

教
育
費－

一
八
八
億
三
、
二
六
八

万
五
千
円
、
公
債
費－

六
二
億
四
、

一
二
八
万
九
千
円
。

平
成
２３
年
度 

　
　
　
当
初
予
算
の
あ
ら
ま
し 

　

渋
谷
武
己（
ま
ち
だ
新
世
紀
・
み
ん
な
）

　

�　

市
財
政
の
現
状
と
見
通
し

を
問
う
。

　

市
長　

こ
の
三
年
間
で
一
六
四

億
円
の
収
支
ギ
ャ
ッ
プ
が
出
て
い

ま
す
。
今
後
、
一
般
財
源
は
ど
ん

ど
ん
少
な
く
な
っ
て
い
く
厳
し
い

状
況
が
続
く
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

�　

今
後
の
財
政
課
題
に
つ
い

て
問
う
。

　

市
長　

地
方
主
権
と
言
わ
れ
ま

す
が
、
市
の
努
力
で
は
負
担
が
解

消
で
き
な
い
、
い
や
、
ふ
え
て
い

問問

く
と
い
う
の
が
、
今
の
地
方
の
財

政
運
営
の
現
状
で
す
。

　

�　

最
終
処
分
場
の
現
状
と
課

題
に
つ
い
て
問
う
。

　

環
境
資
源
部
長　

二
〇
〇
三
年

度
で
埋
め
立
て
を
終
了
し
、
環
境

に
影
響
を
与
え
な
い
状
態
と
な
っ

た
時
点
で
廃
止
す
る
予
定
で
す
。

町
田
市
廃
棄
物
最
終
処
分
場
周
辺

環
境
保
全
協
議
会
と
内
容
を
確
認

し
、
オ
ー
プ
ン
な
形
で
慎
重
に
進

め
て
い
く
事
が
大
切
だ
と
認
識
し

て
い
ま
す
。

問

中

長

期

の

財

政

見

通

し

に

つ

い

て

公

契

約

制

度

の

条

例

化

を

要

望

す

る

　

鷲
北
副
市
長　

大
変
貴
重
な
も

の
で
す
の
で
、
宣
言
碑
に
つ
い
て

は
新
庁
舎
西
側
に
整
備
す
る
緑
地

の
一
角
に
移
設
を
考
え
て
い
ま
す
。

　

�　

町
田
市
文
化
交
流
セ
ン
タ

ー
の
ホ
ー
ル
及
び
会
議
室
の
使
用

料
の
引
き
下
げ
を
要
望
す
る
。

　

経
済
観
光
部
長　

稼
働
率
や
利

用
者
ア
ン
ケ
ー
ト
等
に
よ
り
継
続

的
に
分
析
を
行
い
、
効
率
的
な
運

営
や
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
た
め
に
、

指
定
管
理
者
と
弾
力
的
な
運
用
に

つ
い
て
協
議
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

問

　

田
中
修
一（
民
主
党
・
社
民
・
ネ
ッ
ト
）

　

�　

公
契
約
条
例
の
検
討
委
員

会
を
設
置
す
る
等
、
公
契
約
条
例

の
制
定
を
要
望
す
る
。

　

財
務
部
長　

公
契
約
条
例
に
つ

い
て
は
、
引
き
続
き
全
国
の
自
治

体
の
動
向
、
国
の
動
向
を
含
め
て
、

注
視
を
し
て
い
き
ま
す
。
ま
た
注

視
し
な
が
ら
町
田
市
と
し
て
研
究

し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

�　

新
庁
舎
建
設
に
伴
っ
て
、

非
核
平
和
都
市
宣
言
碑
の
移
設
を

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

問問

市役所駐車場前にある
非核平和都市宣言碑

　

議
員　

利
用
者
や
利
用
団
体
へ

の
影
響
は
。

　

い
き
い
き
健
康
部
長　

主
な
利

用
者
や
利
用
団
体
が
高
齢
者
の
た

め
十
分
な
周
知
期
間
を
設
け
る
の

で
混
乱
を
来
す
こ
と
は
な
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

町
田
市
わ
く
わ
く
プ
ラ
ザ
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

議
員　

基
金
残
高
約
九
・
五
億

円
の
使
途
方
針
は
。

　

環
境
資
源
部
長　

町
田
市
廃
棄

物
減
量
再
資
源
化
等
推
進
整
備
基

請願の
審査状況

請願の
処理経過及び
結果報告

　

平
成
二
三
年
第
一
回
定
例
会
に

は
七
件
の
請
願
が
提
出
さ
れ
、
継

続
審
査
と
な
っ
て
い
た
一
件
と
あ

わ
せ
て
審
査
を
行
い
ま
し
た
。
結

果
、
三
件
が
採
択
、
二
件
が
不
採

択
、
三
件
が
継
続
審
査
と
な
り
ま

し
た
。

　

な
お
、
継
続
審
査
と
な
っ
て
い

た
請
願
の
う
ち
、
一
件
は
取
り
下

げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

詳
細
は
次
の
と
お
り
で
す
。

【
取
り
下
げ
ら
れ
た
請
願
】

◎
東
玉
川
学
園
一
丁
目
の
尾
根
道

に
隣
接
す
る
緑
地
の
一
部
保
全
を

求
め
る
請
願

◎
校
名
変
更
「
忠
生
第
一
小
学
校

か
ら
忠
生
小
学
校
へ
」
に
関
わ
る

請
願

◎
最
低
保
障
年
金
制
度
の
実
現
と

年
金
受
給
資
格
期
間
二
五
年
を
一

〇
年
に
短
縮
す
る
よ
う
国
に
意
見

書
を
上
げ
る
こ
と
を
求
め
る
請
願

◎
小
規
模
緑
地
の
保
全
を
求
め
る

請
願

◎
地
域
セ
ン
タ
ー
等
公
共
施
設
の

値
上
げ
や
有
料
化
中
止
を
求
め
る

請
願

◎
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
参
加
に
反
対
す
る
意

見
書
提
出
を
求
め
る
請
願

◎
町
田
市
に
、
『
町
田
市
特
別
職

報
酬
等
及
び
政
務
調
査
費
審
議
会

を
開
き
、
町
田
市
議
会
議
員
の
期

末
手
当
の
適
正
な
金
額
を
検
討
す

る
こ
と
』
を
求
め
る
請
願

◎
Ｆ
Ｃ
町
田
ゼ
ル
ビ
ア
へ
の
Ｊ
リ

ー
グ
加
盟
の
た
め
の
支
援
を
求
め

る
請
願

◎
町
田
市
自
治
基
本
条
例
の
再
検

討
・
制
定
の
際
は
、
市
民
及
び
住

民
参
加
を
保
障
す
る
こ
と
を
求
め

る
請
願

採　
　
　

択

継 
続 
審 
査

不　

採　

択

　

平
成
二
二
年
第
四
回
定
例
会
に

お
い
て
採
択
さ
れ
た
請
願
に
つ
い

て
、
市
長
か
ら
処
理
経
過
及
び
結

果
に
つ
い
て
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

町
田
市
内
在
住
の
私
立
小
・

中
学
校
生
の
保
護
者
に
対
す

る
補
助
金
制
度
に
つ
い
て
の

請
願

　

町
田
市
内
に
在
住
し
私
立
小
・

中
学
校
及
び
外
国
人
学
校
に
通
学

し
て
い
る
生
徒
の
保
護
者
に
対
し

て
年
間
五
、
〇
〇
〇
円
の
補
助
を

し
て
お
り
ま
し
た
が
、
個
別
に
支

給
す
る
補
助
金
制
度
を
平
成
一
六

年
四
月
一
日
を
も
っ
て
廃
止
し
、

今
後
は
大
き
な
資
金
の
い
る
子
ど

も
施
策
に
そ
の
財
源
を
充
当
し
て

ま
い
り
ま
す
。
意
に
添
え
ま
せ
ん

が
、
ご
理
解
の
程
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

子
ど
も
を
安
心
し
て
産
み
育

て
る
家
族
を
社
会
全
体
で
支

援
で
き
る
地
域
社
会
を
築
き

あ
う
た
め
市
民
協
働
の
子
育

て
支
援
を
求
め
る
請
願

　

都
内
に
お
け
る
各
市
の
状
況
を

調
査
し
た
結
果
、
全
て
の
認
可
外

保
育
施
設
を
補
助
対
象
と
し
て
い

る
自
治
体
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

ま
た
、
町
田
市
で
現
在
実
施
し

て
い
る
認
可
外
保
育
施
設
（
認
証

保
育
所
・
保
育
室
・
家
庭
福
祉
員

・
認
定
こ
ど
も
園
）
に
対
す
る
補

助
制
度
を
実
施
し
て
い
な
い
市
も

八
市
あ
り
ま
し
た
。

　

現
在
、
待
機
児
童
解
消
・
保
育

所
定
員
増
計
画
の
策
定
に
全
力
を

あ
げ
て
お
り
、
大
き
な
財
源
を
必

要
と
す
る
こ
と
や
、
他
市
の
状
況

を
調
査
し
た
結
果
等
か
ら
、
現
時

点
で
は
「
町
田
市
認
可
外
保
育
施

設
等
入
所
児
童
保
護
者
補
助
金
交

付
要
綱
」
に
お
け
る
補
助
対
象
施

設
の
拡
大
は
考
え
て
お
り
ま
せ
ん
。




